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【資料１】 
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①～⑥

花園地区自家用有償運送事業 停留箇所

花園地区

かつらぎ町コミュ
ニティバス運行図

有田鉄道バス運行図

かつらぎ町コミュニティ

バス「花園」停留所

かつらぎ町コミュニティ

バス「臼谷」停留所



⑨

花園地区自家用有償運送事業 停留箇所

花園地区自家用有償運送事業　停留箇所

箇所名 内容等

1 社会福祉協議会花園支所 出発場所、公共施設、コミュニティバス停

2 かつらぎ町役場花園支所 公共施設、金融機関（郵便局ＡＴＭ）

3 有田鉄道バス停留所 有田鉄道バス乗り換え場所

4 紀北川上農協 金融機関、宅急便扱い、移動販売

5 生活改善センター 公共施設、サロン会場等

6 旧花園温泉 移動販売

7 清滝団地　集会所 移動販売

8 松谷医院 医療機関 有田川町

9 押手郵便局 金融機関、近くに美容院有 有田川町

⑧



別　紙



有田川町地域公共交通会議設置要綱 

（目的） 

第１条  有田川町地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）は、道路運送法（昭

和 26 年法律第 183 号）の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活

に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に

即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。 

（協議事項） 

第２条  交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 

（２） 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（３）交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

（構成員） 

第３条  交通会議の委員は、次にあげるものとする。 

（１） 有田川町長及び有田川町副町長 

（２） 和歌山運輸支局長又はその指名する者 

（３） 和歌山県総合交通政策課長 

（４） 地域住民の代表者 

（５） 一般乗合旅客自動車運送事業者 

（６） 一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者 

（７） 公益社団法人和歌山県バス協会、一般社団法人和歌山県タクシー協会及び一般社

団法人和歌山県ハイヤータクシー協会の代表者 

（８） 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者 

（９） 道路管理者 

（１０）所轄警察署 

（会長） 

第４条  交通会議に会長を置く。 

２ 会長は、町長をもって充て、交通会議を代表し、会務を統括する。 

３ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務

を代理する。 

（会議） 

第５条  交通会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 交通会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 交通会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 交通会議は、原則として公開とする。 

以下、参考資料



（軽微な事項に関する取扱い） 

第６条 交通会議において協議が調った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱

いについては、会長は、書面による賛否を求めて、交通会議の決議にかえることがで

きる。 

（運営等） 

第７条 当該輸送サービスの提供事業者の選定にあたっては、輸送の安全性及び利用者 

 利便の確保等について十分配慮するものとする。 

２ 交通会議の庶務は、有田川町企画調整課が処理する。 

３ 地域公共交通に関する相談、要望、その他に対応するため、有田川町企画調整課に

連絡・通報窓口を置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が

別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１２月１日から施行する。 



有田川町地域公共交通会議委員名簿

R6.1月

所属団体名等 役職 氏　名 備考

1 有田川町 町長 中山　正隆 会長

2 有田川町 副町長 坂頭　徳彦 職代

3 近畿運輸局和歌山運輸支局 支局長

4 （公社）和歌山県バス協会 会長

5 （一社）和歌山県タクシー協会 会長

6 （一社）和歌山県ハイヤータクシー協会 会長

7 和歌山県総合交通政策課 課長

8 有田振興局建設部 部長

9 有田川町建設環境部 部長 竹中　幸生

10 有田湯浅警察署 署長

11 吉備地区区長会 会長 伊藤　芳範

12 金屋地区区長会 会長 新田　清

13 清水地区区長会 会長 東　修一

14 有田鉄道株式会社 取締役社長 川村 健一郎

15 末広タクシー株式会社 代表取締役 前　安稔

16 株式会社紀州観光 代表取締役 野崎　忠美

17 有田鉄道バス労働組合 執行委員長 野崎　信也

以下、有田川町事務局

　総務政策部 部長 井上　光生

　総務政策部企画調整課 課長 林　光彦

 ※ 敬称略順不問



 花 園

花  園  線
藤並清水線

美 山 線

藤 並 線

 清 水

金屋口

和歌山市駅

川原河

JR 藤並駅

済生会
有田病院

路線バス運行図

花園線　　　（藤並～花園）

藤並清水線　（藤並～清水）

藤並線　　　（金屋口～藤並）

藤並線　　　（金屋口～済生会有田病院）

美山線　　　（川原河～和歌山市駅）

藤 並 線
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           路 線 バ ス 系 統 内 訳 表 

系統 

番号 
路線名 起 点 終 点 

キロ程 

km 

運行回数 
識 別 

  

往 復 

１ 花 園 線 藤  並 花  園 ５３．３ ４ (２) ４ (２)  

２ 藤並清水線 藤  並 清  水 ３６．２ ２ ２  

３ 

藤 並 線 

金 屋 口 藤  並 ５．６ ３ ３  

４ 金 屋 口 
済 生 会 

有 田 病 院 
８．５ ３ (０) ３ (０) 

 

５ 美 山 線 川 原 河 和歌山市駅 ５０．５ ２ (０) ２ (０)  

金

屋

口 

清

水 

藤 
 

並  

川原河 

花 園 
和歌山市駅 

西 

口 

 
東 口 

済生会有田病院 令和６年１月１日現在 

（平成３０年４月１日改正） 


